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毎年新年度になりますと大企業の初任給のニュースが巷を賑わしております。人手不足は大企業も同様で、さら

に優秀な人材を確保するために初任給の引上げを行っています。特に今年はびっくりするような金額が飛び出しま

した。一例を挙げますと、大和ハウス工業が大学卒の初任給を 25 万から 35 万、カプコンは 23.5 万から 30 万、

ソニーは 14％引き上げて 31.3 万と流石は大企業という引上げ額が報道されました。 

 

塩原 正行 

 

一例を除いて保険料が抑えられることが見て取れます。人件費の点からも「賞与の給与化」は中小企業でも導

入を検討する余地があるかもしれません。人の採用では給与の見せ方も重要になりますので「賞与の給与化」は

一つの参考になるのではないでしょうか。 

 

大企業は中小企業と比較して資金力はありますが、一度に採用する新卒者数も多いので資金力だけでカバーでき

ることではありません。そこで最近大企業が初任給引上げに導入した方法の一つが、テーマにしました「賞与の給

与化」です。前掲しました大和ハウス工業、ソニーは賞与を減らすもしくは無くして月給に振り分けることで、大

幅な引き上げを行ないました。 

 事業主としては同じ金額を支払うことに変わりはありませんが、給与の見せ方が大きく変わります。在職者に適

用する場合も年収ベースでは変更しないため、大きな不利益変更にはなりえません。ただし毎月の給与が上がると

気になるのが社会保険料です。「賞与の給与化」により支給方法を変えた場合に社会保険料にどのような影響が出

るか算出してみました。 

 

賃金制度全体の変更にもなり、既存の従業員へ配慮も必要になりますので、ご興味がございましたら、まずは

担当者までお声がけください。 

 

 

メリットがあればデメリットもあり、賞与は状況に応じて支給額の調整が出来ますが、月額給与に振り分ける

ことで事業主が自由にできる裁量を失うことにもなります。 

 

例） 

20 万円の場合 

 例） 

25 万円の場合 

例） 

30 万円の場合 

例） 

35 万円の場合 

＜試算条件＞ 

年 2 回の賞与を支給する場合と賞与 1 回分を毎月の給与に上乗せした場合で試算しました。 

賞与 1 回を給与の 1.5 か月分、社会保険は協会けんぽと厚生年金、料率は長野県とします。（介護保険料は除外） 

 


